
　

両
方
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
控
除
の

上
限
は
2
万
5
、
0
0
0
円
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
税
務
課︵
☎
20
︲
1 

5 

1 

3
︶へ
。

　

寒
く
な
る
と
水
道
管
が
凍
っ
て
水
が

出
な
く
な
っ
た
り
、
破
裂
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
凍
結
を
防
ぐ
に
は

布
・
フ
ェ
ル
ト
な
ど
の
保
温
材
で
保
護

す
る
の
が
一
番
で
す
。
特
に
、
屋
外
に

露
出
し
て
い
る
水
道
管
に
は
次
の
よ
う

な
注
意
が
必
要
で
す
。

凍
結
し
た
ら
、
水
道
管
に
直
接
熱
湯

を
か
け
な
い
で
タ
オ
ル
や
布
を
か

ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を

ゆ
っ
く
り
か
け
て
く
だ
さ
い

破
裂
し
た
ら
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内

の
バ
ル
ブ
を
回
し
て
水
を
止
め
、
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
連
絡
し

て
修
繕（
有
料
）し
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部︵
☎
22
︲

0
2
6
9
︶へ
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

地
区
の
水
道
の
修
繕
に
つ
い
て

は
県
水
道
局
成
田
支
所︵
☎
27
︲

2
2
3
2
︶へ
。

　

成
田
税
務
署
で
は
、
税
理
士
を
指
導

員
と
す
る
申
告
指
導
相
談
会
を
左
表
の

日
程
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
指
導
相
談
会
で
は
、
公
的

年
金
所
得
の
み
、
給
与
所
得
の
み
、
ま

公
的
年
金
と
給
与
所
得
の
両
方
あ
る　

人
は

　

平
成
19
年
分
の
公
的
年
金
と
給
与

の
源
泉
徴
収
票
の
原
本（
そ
れ
ぞ
れ
コ

ピ
ー
は
不
可
）

オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
告
が
可
能
な

e
︲
T
a
x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）の「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
す
る
と
、
確

定
申
告
書
な
ど
が
簡
単
に
作
成
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
今
年
の
確
定
申
告
で
e
‐

T
a
x
を
利
用
す
る
と
、
一
定
の
条
件

の
下
で
5
、
0
0
0
円
の
税
額
控
除
が

確
定
申
告
書
は

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

所
得
税
の
申
告
指
導
相
談
会

受
け
ら
れ
ま
す
。

※
市
・
県
民
税
の
申
告
や
そ
の
ほ
か

の
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

は﹁
広
報
な
り
た
﹂2
月
1
日
号
や

区
長
回
覧
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署︵
☎
28
︲

5
1
5
1
︶ま
た
は
市
税
務
課︵
☎

20
︲
1
5
1
3
︶へ
。

　

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災
害
を
受

け
、
損
害
保
険
料
控
除
が
変
更
さ
れ
、

「
地
震
保
険
料
控
除
」が
次
の
と
お
り
創

設
さ
れ
ま
し
た（
所
得
税
に
も
同
様
の

措
置
が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
）。

対
象
＝
住
宅
や
家
財
な
ど
の
生
活
資
産

の
地
震
保
険
料

内
容

地
震
保
険
料
控
除
…
地
震
保
険
料

の
2
分
の
1
相
当
を
控
除（
上
限

2
万
5
、
0
0
0
円
）

長
期
損
害
保
険
料
に
関
す
る
経
過
措

置
…
平
成
18
年
末
ま
で
に
契
約
し

た
長
期
損
害
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
損
害
保
険
料
控
除
を

適
用（
上
限
1
万
円
）

住
民
税

地
震
保
険
料
控
除
が

創
設
さ
れ
ま
し
た

た
は
公
的
年
金
と
給
与
所
得
の
み
の
人

の
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
い
ま
す（
当
日
は
個
別
の
申
告
相
談

は
行
い
ま
せ
ん
）。

　

相
談
会
に
は
先
着
順
で
ご
案
内
し
ま

す
の
で
、
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
会
場

内
で
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

会
場
に
持
参
す
る
も
の

参
加
者
全
員
が
持
参
す
る
も
の

　

①
筆
記
用
具
②
電
卓
③
印
鑑
④
還
付

金
の
振
込
先
の
分
か
る
も
の
⑤
社
会
保

険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
が

あ
る
人
は
そ
の
証
明
書
⑥
医
療
費
控
除

の
あ
る
人
は
、
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
が
分

か
る
書
類

公
的
年
金
の
み
の
人
は

　

平
成
19
年
分
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉

徴
収
票
の
原
本（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

給
与
所
得
の
み
の
人
は

　

平
成
19
年
分
給
与
の
源
泉
徴
収
票
の

原
本（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

日時 会場 対象者

2
月
8
日（
金
）

午前9時30分
　～正午

市役所6階
大会議室

年金のみ、給与所得のみ、
または給与と年金の両方が
あり、住宅借入金等特別控
除以外の理由で確定申告を
する人

午後1時
　～4時30分

この申告指導相談会は、東京国税局から委託を受けた（財）日本税務協会東
京支部が責任をもって行います。

申告指導相談会

　1月30日（水）～3月17日（月）の所得税・贈与
税・個人消費税の申告書作成・相談と提出の会
場は、イオンモール成田2階の「イオンホール」に
なります。
　上記の期間中、成田税務署内には「確定申告書
作成会場」を設けておりませんので、ご注意くだ
さい。
※くわしくは成田税務署（☎28‐5151）へ。

冬
季
の
水
道

水
道
管
の
凍
結
に
は

十
分
気
を
付
け
て

申告書作成・相談会場
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市
で
は「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」の
融
資

を
受
け
て
、
高
校
・
大
学
な
ど
に
入
学

す
る
人
ま
た
は
在
学
し
て
い
る
人
や
そ

の
親
族
を
対
象
に
、
在
学
期
間
中（
最

長
7
年
間
）の
利
子
の
半
額
を
補
給
し

ま
す
。

利
子
補
給
条
件
＝
金
融
機
関
か
ら「
国

自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
老
人
保
健
か
ら
払
い
戻
し
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す（
保
険
の
適
用
を

受
け
な
い
診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど

は
対
象
外
）。
限
度
額
に
つ
い
て
は
下

表
の
と
お
り
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

計
算
方
法
は
、
同
じ
月
内
の
す
べ
て

の
自
己
負
担
分
を
合
算
し
、
入
院
ま
た

は
外
来
の
限
度
額
を
超
え
た
分
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ
る
人
に

は
、
受
診
月
の
2
・
3
カ
月
後
に
手
続

方
法
な
ど
が
記
載
さ
れ
た「
支
給
申
請

の
ご
案
内
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。
通

知
が
届
い
た
人
は
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
民
税
非
課
税
に
該
当
す
る

人
は
、限
度
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、

負
担
額
減
額
認
定
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

差
額
ベ
ッ
ド
料
金
を
助
成

　

老
人
保
健
の
対
象
者
が
15
日
以
上
継

続
し
て
差
額
ベ
ッ
ド
を
利
用
し
た
場

合
、
料
金
の
助
成
を
し
て
い
ま
す（
た

だ
し
、
本
人
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
）。

助
成
限
度
額
＝
1
日
1
、
0
0
0
円
を

上
限
と
し
て
年
度
内
30
日
ま
で

申
請
期
限
＝
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
を
支

払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
2
年

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課︵
☎
20
︲

1
5
4
7
︶へ
。

の
教
育
ロ
ー
ン
」の
融
資
を
受
け
て

い
て
、
次
の
2
つ
の
条
件
に
該
当

す
る
人

①
市
内
に
1
年
以
上
住
ん
で
い
る
人

②
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

利
子
補
給
の
期
間
＝
交
付
決
定
さ
れ
た

月
か
ら
、
在
学
期
間（
留
年
し
た
年

数
は
除
く
）

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
返
済
予
定
表
、

住
民
票（
世
帯
全
員
が
記
入
さ
れ
た

も
の
）、
市
税
納
税
証
明
書
、
印
鑑
、

在
学
ま
た
は
入
学
を
証
明
で
き
る

も
の

※
く
わ
し
く
は
教
育
総
務
課︵
☎
20
︲

1
5
8
0
︶へ
。

　

外
来
や
入
院
な
ど
で
、
同
じ
月
内
の

　

平
成
19
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康

保
険
税
、
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
分
）

の
払
込
証
明
書
は
、
1
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
還
付
申
告
な
ど
で
、
そ
れ
以

前
に
証
明
書
が
必
要
な
人
は
、
次
の
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
払
込
証
明
書
…

税
務
課（
市
役
所
2
階
）、
下
総
・

大
栄
支
所
税
務
課

介
護
保
険
料
払
込
証
明
書
…
介
護

保
険
課（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・

大
栄
支
所
福
祉
課

※
く
わ
し
く
は
税
務
課︵
☎
20
︲

1
5
1
3
︶ま
た
は
介
護
保
険
課

︵
☎
20
︲
1
5
4
5
︶へ
。

教
育
資
金
に
利
子
補
給

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」を

受
け
て
い
る
人
に

納期内の納付にご協力をお願いします。

今月の納税

※ くわしくは①税務課（☎20-1513）②保険年金課
（☎20-1526）③介護保険課（☎20-1545）へ。

①市・県民税（第4期分）
②国民健康保険税（第7期分）
③介護保険料（第7期分）

納期はいずれも1月16日（水）～31日（木）です。

負担区分 外来（個人） 外来＋入院（世帯ごと）

一定以上所得者 44,400円
80,100円＋医療費が267,000円を超えた場合、超
えた分の1％（過去12カ月以内に4回以上高額支給
があった場合、4回目以降の限度額は44,400円）

一　　　般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

老人医療受給者および70歳以上の人

○低所得者Ⅱとは、世帯員全員が市民税非課税
○低所得者Ⅰとは、世帯員全員が市民税非課税で、全員の所得が一定基準以下

老
人
保
健

医
療
費
が

高
額
に
な
っ
た
ら

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料

申
告
用
証
明
書
を

1
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す

（12月16日～31日）

市 長 日 誌

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
駅
伝
交
流
大

会
で
あ
い
さ
つ
す
る
小
泉
市
長

16日 スポーツ少年団駅伝交流大会
17日 空港周辺環境美化協会道路清掃
18日 派川根木名川要望活動
19日  （仮称）なりた環境ネットワーク設立 
　　　に向けての意見交換会
20日 市議会閉会
23日 成田国際交流コンサート
25日 成田市都市計画審議会
28日 仕事納めの式
30日 卸売市場水産物部止市式
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i

　市では国民健康保険に加入

している人に、1月末に医療費

通知を世帯主あてで送付する

予定です（ただし、老人保健該

当者には別に送付します）。平成17年4

月に個人情報保護法が施行されたことにより、世帯主あて

で医療費通知を送付する際、あらかじめ加入者から同意を得るこ

とが必要になりました。ただし、毎回同意を得ることが合理的で

ないことなどから、加入者が拒否の意思表示を行わない場合には、

同意が得られたものとして従来どおり世帯主あてで送付します。

　今後、世帯主あての医療費通知の送付を希望しない人は、お手

数ですが1月18日（金）までに保険年金課にご連絡ください。昨年

11月以降に送付を希望されない旨の連絡をしていて、その後変更

のない人については、再度連絡する必要はありません。

※くわしくは保険年金課（☎20-1526）へ。

　

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
容
器
は
、
中
身
を
空

に
し
て
ご
み
に
出
さ
な
い
と
、
収
集
の

と
き
や
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
・
伊
地

山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
処
理
す
る
と

き
、
爆
発
事
故
や
火
災
な
ど
の
発
生
原

因
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
す
る
と
、

そ
こ
で
働
く
人
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る

と
と
も
に
、
機
械
が
破
損
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
修
繕
に
多
額
の
費
用
と
日
数

を
要
し
、
そ
の
間
の
ご
み
処
理
機
能
の

一
部
あ
る
い
は
全
部
が
停
止
す
る
な
ど

の
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
ス
プ
レ
ー
缶

や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
は
、
ガ
ス
な
ど
を

使
い
切
っ
て
穴
を
開
け
、
シ
ン
ナ
ー
な

ど
の
容
器
は
、
中
身
を
空
に
し
て
栓
を

開
け
た
ま
ま
か
、上
ぶ
た
を
取
っ
て「
金

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

必
ず
使
い
切
っ
て
か
ら

指
定
ご
み
袋
へ

物
・
陶
磁
器
類
」（
黄
色
の
指
定
袋
）に
、

下
総
・
大
栄
地
区
は「
ビ
ン
・
カ
ン
」（
黄

色
の
指
定
袋
））に
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
収

集
日
の
午
前
8
時
30
分
ま
で
に
集
積
所

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ガ
ス
ボ
ン
ベ（
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
用

を
除
く
）や
消
火
器
は
、
市
で
は
処
理

で
き
ま
せ
ん
の
で
購
入
し
た
販
売
店
や

専
門
の
業
者
に
処
理
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

期
日
＝
2
月
3
日（
日
）・
10
日（
日
）・

11
日（
月
・
祝
）・
17
日（
日
）・
24
日

（
日
）

区
間
と
時
間

J
R
成
田
駅
〜
薬
師
堂
…
午
前
11

時
〜
午
後
2
時

薬
師
堂
〜
成
田
山
門
前（
鍋
店
か

ど
）…
午
前
11
時
〜
午
後
4
時

※
当
日
は
定
期
路
線
バ
ス
を
含
め
て

車
両
通
行
止
め
と
な
り
ま
す
。
く

わ
し
く
は
成
田
警
察
署︵
☎
27
︲

0
1
1
0
︶へ
。

　

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道（
大
栄

〜
横
芝
）の
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て

の
調
査
・
予
測
・
評
価
の
結
果
を
記
載

し
た「
環
境
影
響
評
価
書
」が
作
成
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま

す
。

日
時
＝
1
月
18
日（
金
）〜
2
月
18
日

（
月
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
） 

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役
所
5

階
）、
県
都
市
計
画
課（
県
庁
中
庁

舎
7
階
）、
県
環
境
政
策
課（
県
庁

本
庁
舎
3
階
）

内
容
＝
環
境
影
響
評
価
の
結
果
を
ま
と

め
た
評
価
書

※
く
わ
し
く
は
市
都
市
計
画
課︵
☎

20
︲
1
5
6
0
︶ま
た
は
県
都
市

計
画
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲

3
3
7
5
︶、
県
環
境
政
策
課︵
☎

0
4
3
︲
2
2
3
︲
4
1
3
5
︶へ
。

表
参
道
の
交
通
規
制

2
月
も
引
き
続
き

ご
協
力
を

首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

環
境
影
響
評
価
書
を

縦
覧
し
ま
す

成田市花崎町◯◯番地
国 保  ◯ ◯ 様

成田市役所保険年金課

必ず中身を空にし、
栓を開けたままか、
上ぶたを取って材質
により分別して、そ
れぞれのごみ袋へ

必ず使い切った後、
着火部分を壊し、プ
ラスチックと金物に
分別してそれぞれの
ごみ袋へ

使い捨てライター
ガソリン・灯油・
シンナーなどの容器

スプレー缶（カセッ
ト用コンロ・殺虫
剤・ヘアスプレー）

必ず使い切り、火気
のない風通しの良い
場所で穴を開けてか
ら、「金物・陶磁器類」
（下総・大栄地区は
「ビン・カン」）のご
み袋へ

面倒でも必ず行って

医療費通知
国民健康保険加入者の皆さんへ
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